
魚津市告示第172号 

 

魚津市イメージキャラクター「ミラたん」着ぐるみ貸出し要綱

の一部改正について 

魚津市イメージキャラクター「ミラたん」着ぐるみ貸出し要綱（平成24年

年魚津市告示第74号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年12月２日 

 

魚津市長　　村椿　晃



 改正後 改正前

 第１条・第２条　（略） 

（貸出しの承認） 

第３条　市長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、着ぐるみの貸出しを承認する。 

（１）－（４）　（略） 

（５）　前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの使用について不適当

であると認めるとき。 

２　（略） 

第４条・第５条　（略） 

（貸出し上の遵守事項） 

第６条　貸出し承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）－（３）　（略） 

（４）　前３号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って使用す

ること。 

（貸出し承認の取消） 

第７条　市長は、貸出し承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、貸出し承認を取り消すことができる。 

（１）・（２）　（略） 

（３）　前２号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。 

２－４　（略） 

第８条・第９条　（略）

第１条・第２条　（略） 

（貸出しの承認） 

第３条　市長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、着ぐるみの貸出しを承認する。 

（１）－（４）　（略） 

（５）　その他、市長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき　　　

。 
２　（略） 

第４条・第５条　（略） 

（貸出し上の遵守事項） 

第６条　貸出し承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）－（３）　（略） 

（４）　その他、市長が特に付した条件に従って使用すること。 
 
（貸出し承認の取消） 

第７条　市長は、貸出し承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、貸出し承認を取り消すことができる。 

（１）・（２）　（略） 

（３）　前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。 

２－４　（略） 

第８条・第９条　（略）

 様式第１号（第２条関係）　【別記１】 

様式第２号（第３条関係）　【別記２】 

様式第３号　（略） 

別紙１（第６条関係）　【別記３】

様式第１号（第２条関係）　【別記１】 

様式第２号（第３条関係）　【別記２】 

様式第３号　（略） 

別紙１（第６条関係）　【別記３】



【別記１】 改正後

様 式 第 １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

 

　 　 　  年  　 月  　 日   

 

魚 津 市 長 　 　 　 　 　 宛   

申 請 者  住  所   

（ 所 在 地 ）  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

氏  名   

（ 名 称 及 び 代 表 者 名 ） 　 　 　 　 　 　  　   

 

 

魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 申 請 書  

 

下 記 の と お り 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 の 着 ぐ る

み の 貸 出 し を 希 望 す る の で 申 請 し ま す 。   

な お 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 要

綱 第 ３ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、 直 ち に 返

却 す る こ と を 誓 約 し ま す 。   

 

 

記  

  

※ 添 付 書 類  

・ 企 画 書 等  

 

 

 

貸 出 し 用 途

 

貸 出 し 期 間 　 年 　 　  月 　 　  日  ～  　 　 　 年 　 　  月 　 　 日

 

連 絡 先

（ 担 当 者 ） （ 電 話 番 号 ）



【別記１】 改正前

様 式 第 １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

 

　 　 　  年  　 月  　 日   

 

魚 津 市 長 　 　 　 　 　 あ て   

申 請 者  住  所   

（ 所 在 地 ）  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

氏  名   

（ 名 称 及 び 代 表 者 名 ） 　 　 　 　 　 　  　   

 

 

魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 申 請 書  

 

下 記 の と お り 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 の 着 ぐ る

み の 貸 出 し を 希 望 す る の で 申 請 し ま す 。   

な お 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 要

綱 第 ３ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、 直 ち に 返

却 す る こ と を 誓 約 し ま す 。   

 

 

記  

  

※ 添 付 書 類  

・ 企 画 書 等  

 

 

 

貸 出 し 用 途

 

貸 出 し 期 間 　 年 　 　  月 　 　  日  ～  　 　 　 年 　 　  月 　 　 日

 

連 絡 先

（ 担 当 者 ） （ 電 話 番 号 ）



改正後【別記２】

様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 　 　 号  

年 　 月 　 日  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 様  

 

 

魚 津 市 長 　  

 

 

魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み  

貸 出 し 承 認 ・ 不 承 認 通 知 書  

 

年 　 　 月 　 　 日 付 け で 申 請 の あ っ た 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ

ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し の 申 請 に つ い て は 、 次 の と お り と し ま

す 。  

 

１ ． 承 認  

 

※ １ 　 貸 出 し に 当 た っ て は 、 申 請 書 の 内 容 に 従 い 、 魚 津 市 イ メ ー ジ キ

ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 要 綱 を 遵 守 す る こ と 。  

※ ２ 　 着 ぐ る み を 受 け 取 る 際 は 、 本 承 認 書 及 び そ の 者 の 身 分 証 明 書 （

運 転 免 許 証 等 ） を 提 示 す る こ と 。  

 

２ ． 不 承 認  

理 由 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

 
貸 出 し 用 途

 
貸 出 し 期 間 　 年 　 　 月 　 　 日 ～ 　 　 　 年 　 　 月 　 　 日

 
連 絡 先

（ 担 当 者 ） （ 電 話 番 号 ）

 
承 認 番 号

 
備 　 　 考



改正前【別記２】

様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 　 　 号  

年 　 月 　 日  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 様  

 

 

魚 津 市 長 　  

 

 

魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み  

貸 出 し 承 認 ・ 不 承 認 通 知 書  

 

　 年 　 　 月 　 　 日 付 け で 申 請 の あ っ た 魚 津 市 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー

「 ミ ラ た ん 」着 ぐ る み 貸 出 し の 申 請 に つ い て は 、次 の と お り と し ま す 。 

 

１ .承 認  

 

※ １ 　 貸 出 し に 当 た っ て は 、申 請 書 の 内 容 に 従 い 、魚 津 市 イ メ ー ジ キ

ャ ラ ク タ ー 「 ミ ラ た ん 」 着 ぐ る み 貸 出 し 要 綱 を 遵 守 す る こ と 。  

※ ２ 　 着 ぐ る み を 受 け 取 る 際 は 、 本 承 認 書 及 び そ の 者 の 身 分 証 明 書

（ 運 転 免 許 証 、 保 険 証 等 ） を 提 示 す る こ と 。  

　  

２ ． 不 承 認 　  

理 由 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）  

 

 
貸 出 し 用 途

 
貸 出 し 期 間 　 年 　 　 月 　 　 日 ～ 　 　 　 年 　 　 月 　 　 日

 
連 絡 先

（ 担 当 者 ） （ 電 話 番 号 ）

 
承 認 番 号

 
備 　 　 考



改正後【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）



改正後【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）



改正前【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前【別記３】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附　則 

この告示は、公表の日から施行する。


